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論文　山口県における橋梁通常点検の実施とその有効性

河村　圭＊1・石田　純一＊2・宮本　文穂’3・中村　秀明’4

要旨：本研究では，山口県における橋梁の損傷状況を把握するために，山口県橋梁通常点検

マニュアルを策定した。そして，本県の1土木建築事務所管内の橋梁を対象として，県職員

および点検業者が橋梁通常点検を実施した。また，点検調書の作成を効率化するために，点

検結果入力補助システムを開発した。点検の結果，橋梁における損傷の現状を把握すること

ができた。また，点検結果入力補助システムにより，すべての点検調書が電子データで作成

された。さらに，県職員が，橋梁通常点検マニュアルや点検結果入力補助システムへの理解

を深めた。

キーワード：橋梁通常点検，通常点検マニュアル，点検結果入力補助システム

1．はじめに

　我が国の社会基盤構…造物の多くは，1955年頃

から1970年代の高度経済成長期に整備されてお

り，山口県においても例外ではない。これらの

構造物が整備されてから，すでに30年から50

年が経過しており，本県をはじめ，地方公共団

体では，今後これらの構造物が更新時期を迎え

た際に，多くの更新費用が必要になることが予

想される。このような課題に対応するため，地

方公共団体は，計画的に構造物を補修，更新し

ていくための，合理的で効果的な構造物維持管

理計画を策定することが必要である。そのため

には，まず地方公共団体が管理する構造物の現

状を，適切に把握する必要がある。しかし，本

県をはじめ一部の地方公共団体は，これまで構

造物の現状を把握するための，定期的な点検を

実施していない。このため，構造物の現状や経

年による損傷状況を把握できていない。そこで

本県では，合理的で効果的な維持管理計画策定

に向けた取り組みとして，橋梁を対象として，

現状の把握手法や，維持管理計画の策定手法に

っいて検討を始めている。

　本研究では，本県が橋梁の損傷状況を把握す

るために作成した，山口県橋梁通常点検マニュ

アルについて述べる。また，本県の1土木建築

事務所において，県職員および点検業者が実施

した通常点検の結果から，点検実施の有効性に

ついて検証する。さらに，点検調書を効率的に

作成するために開発された点検結果入力補助シ

ステムについて記述する。

2．通常点検の実施

　本章では，通常点検を実施するために作成さ

れた山口県橋梁通常点検マニュアルおよび，点

検結果から点検調書を作成するために開発され

た，点検結果入力補助システムについて述べる。

また，県職員が点検を実施するために必要な点

検体制についてとりまとめる。

2．1山ロ県橋梁通常点検マニュアルの作成

　（1）山口県橋梁通常点検マニュアルの目的

　本県では，これまで定期的に橋梁を点検して

いないため，現在の橋梁の損傷状況を把握でき

ていない。また，橋梁に関する情報も，橋梁名

や橋長，架設年など，わずかな諸元情報しか把

握していない。このため，まず橋梁を点検し，

損傷状況や橋梁に関する情報を把握する必要が
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ある。しかし本県では，厳しい財政状況から，

橋梁の補修や点検のための予算を，充分に確保

することは困難である。このような状況を考慮

して，本県では，（1）管理するすべての橋梁を点

検できること。（2）点検費用を出来る限り抑制で

きること。（3）定期的に，継続して点検を実施し，

経年による橋梁の損傷状況を把握すること。を

目的とする，橋梁通常点検マニュアルを作成し

た。

　（2）山ロ県橋梁通常点検マニュアルの内容

　橋梁の点検マニュアルは，国土交通省をはじ

め，いくつかの道路管理機関において作成され

ている。本県が管理する橋梁は，様々な構造形

式や規模を有している。そこで本県では，様々

な構造形式や規模の橋梁を対象とした，文献1）

を参考として，山口県橋梁通常点検マニュアル

を作成した。ただし，文献1）を，本県が管理す

るすべての橋梁の点検にそのまま適用すると，

多くの点検費用が必要となる。このため，本県

では，文献1）の内容を簡略化して，1橋あたり

の点検費用を抑制した。簡略化した内容は，ま

ず点検する橋梁の，対象部材の分割作業を省略

した。文献1）では，橋梁の点検対象部材を最小

評価単位ごとに分割する。例えば，主桁を点検

する場合，見かけ上横桁などで区切ることがで

きる区間を，最小評価単位として分割する。最

小評価単位は要素と呼ばれ，点検者は要素ごと

に損傷を把握し，損傷の程度について評価を行

う。これについて，本県では，点検対象部材の

分割は行わず，構造上の部材区分，あるいは部

位ごとに点検を実施し，損傷を把握するように

簡略化した。このため，損傷の詳細な位置の把

握や，詳細な評価を実施することは出来ないが，

点検する部材の数を減らすことで，点検費用を

抑制できた。

　次に，点検業務の委託費用を抑制するため，

県職員が通常点検を実施することを想定し，損

傷評価基準を簡略化した。文献1）では，評価基

準を「a」から「e」の5段階としている。これに

対して本県が作成した通常点検マニュアルでは，

「a，損傷なし」，「b，局部的な損傷あり」，「c，

著しい損傷あり」の3段階とした。これにより，

橋梁の専門技術者と比較して，橋梁に関する知

識の乏しい県職員が損傷を評価した場合でも，

評価のばらっきを抑制できると考えた。

　また，把握した橋梁の損傷状況から，今後の

対策を決定する対策区分についても簡略化し，

「A，対策不要」，「B，状況に応じて対策必要」，

「C，何らかの対策必要」の3段階とした。

　最後に，、通常点検で作成する調書を簡略化し

た。点検調書の作成には，多くの時間と労力が

必要である。通常点検マニュアルの有効性は，

本県の現状の組織体制において検証されるため，

県職員が従事する他の業務への影響を考慮する

必要がある。そこで，今回作成した点検調書で

は，現場での点検時に，部材の分割作業を省略

したことに伴い，点検調書においても部材を分

割せずに，部材区分あるいは部位ごとにとりま

とめるように簡略化した。また変状図の作成を

省略した。

　（3）点検方法

　橋梁の点検では，はしごや橋梁点検車，また

はボートなどを足場として，橋梁に近づき，目

視により点検する場合が多い。今回作成した通

常点検マニュアルは，県職員による点検を想定

しているが，県職員は橋梁点検車やボートの操

作に慣れていないため，使用した場合に事故を

起こす危険性がある。また，橋梁点検車やボー

トを使用すると，点検費用としてこれらの賃貸

費用が必要となるため，県職員による点検費用

の抑制効果が薄らいでしまう。そこで今回作成

したマニュアルでは，県職員は，はしごや橋梁

点検車，ボートなどを使用しなくても，橋梁に

近づくことができる橋梁を，通常点検の対象と

した。また，足場なしでは近づくことができな

い橋梁の通常点検業務を，点検を実施できる業

者へ委託し，全橋梁が点検されるようにした。

ただし，点検業務を委託する橋梁の数が多けれ

ば，多くの点検費用が必要となる。そこで，本

通常点検マニュアルでは，複数径間の橋梁で，
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全径間に対して，足場を使用せずに近づくこと

はできないが，そのうちの1径間以上は，足場

を使用せずに近づくことができる橋梁について

は，県職員による点検の対象とした。このよう

な橋梁では，県職員は，足場を使用せずに近づ

くことができる径間のみを点検し，その径間に

おける部材の損傷状況でその橋梁の損傷区分を

判定する。

2．2点検結果入力補助システム2）の開発

　橋梁点検では，現地で損傷状況を把握する業

務とあわせて，点検結果をもとに点検調書を作

成する必要がある。橋梁通常点検マニュアルで

は，点検調書を簡略化し，県職員が従事する他

の業務への影響を少なくした。しかし，点検調

書を電子データで作成することは，時間と労力

を要する。さらに，今回実施された点検調書は，

著者らが開発を進めている「山口県橋梁維持管

理データベース（以下「J－BMSDB」と略記する）」

3）へ格納する必要がある。そこで，本研究では，

点検調書の作成，およびJ－BMSDBへ点検結果を

格納するために，点検結果入力補助システムを

開発した。

　本システムのデータ入力の流れを図一1に示

す。本システムはまず現地で撮影した損傷写真

をパソコンへ取り込む。次にシステムを起動し，

橋梁名や点検日，点検者名といった点検基礎デ

ー タを入力する。基礎データの入力を終えると，

次に損傷項目および損傷区分の入力を行う。

　入力は，まず損傷写真を選択し，この写真に

対応した損傷項目および損傷区分を選択する。

選択すると，損傷写真に損傷項目や損傷区分の

情報が添付される。撮影したすべての損傷写真

について入力を終えると，エクセルによって作

成された点検調書と，XML形式で作成された通

常点検結果ファイルが出力される。エクセル形

式で出力された点検調書は，県職員が比較的簡

単に加工や集計などの作業が行えるため，通常

点検結果の取りまとめ作業に有効である。XML

形式で出力されたファイルは，通常点検におい

て撮影された損傷写真とともにJ－BMSDBヘアッ

1点検結果野帳1

　　　　＼／・…・込

1損傷等写真、図1

1システム起動・点縫礎データ入力 1
　　　　　→

1損傷等写真図面選択1　　　　　↓

繰
　
り
　
返
　
し

写真に対する点検結果

データ（損傷評価）入力

↓
　　結果出力

・ XML出力・Exce　l出力

データベースへの格納（アップロード）

　・XMLファイル・損傷等写真・図面

図一1　点検結果入力補助システムの流れ

ブロードすることにより，通常点検データの登

録を確実に実施できる。

2．3通常点検における実施体制

　本県の職員は，これまで橋梁点検を実施した

ことがない。また，職員一人一人が，橋梁に関

する業務に携わった経験年数も異なる。当然，

橋梁に関する知識の質も量も異なる。このため，

橋梁に関する知識に乏しい職員は，発見した損

傷を正確に評価できない。また，橋梁点検に不

慣れなため，事故にあう危険性が高い。このた

め今回の通常点検では，発見した損傷の正確な

評価と，事故防止を図るため，一つの班に，橋

梁に関する業務経験が比較的長い職員が必ず含

まれるように，一班3名から5名の班を複数編

制した。実際の点検では，県職員30名を10の

班に編制し，ll4橋を分担して点検した。また，

点検に橋梁点検車やボートなどの足場が必要な

橋梁30橋については，点検業者へ委託した。

3．通常点検結果および考察

　本章では，通常点検の結果をとりまとめた。

また，点検結果やアンケート結果から，通常点

一 1707一



検マニュアルおよび点検結果入力補助システム

の検証をおこなった。

3．1通常点検結果

　今回実施した144橋の通常点検結果のうち，

鋼橋およびコンクリート橋の，上部工の点検項

目における，損傷区分「a」，「b」，「c」別の橋梁

数を図一2および図一3に示す。まず，鋼橋の

上部工では，点検した橋梁数が14橋と少ない。

14橋のうち，損傷区分「c」と判定された損傷は

なかった。ただし腐食，塗装劣化の項目では，

損傷区分「b」と判定された損傷が約半数あった。

一方コンクリート橋の上部工では，主桁のひび

われ，剥離・鉄筋露出や床版の剥離・鉄筋露出

の点検項目で，損傷区分「c」と判定された損傷

があった。特に，コンクリート橋の主桁におけ

る剥離・鉄筋露出の項目では，30橋で損傷区分

「c」と判定された損傷があり，損傷区分「b」

と判定された損傷を加えると，点検を実施した

橋梁の約3分の1近くの39橋において，損傷が

確認された。

　次に，図一4に，各部材の対策区分「A」，「B」，

「C」別の橋梁数を示す。対策区分が「C」と判

断された橋梁の数がもっとも多い部材は，コン

クリート橋の上部工で，25橋あった。また，対

策区分「B」と判定されたコンクリートの上部工

も36橋あった。つまり61橋の上部工に，何ら

かの対策を必要とする損傷があることがわかっ

た。

　また，点検調書に対策区分が記入されていな

い橋梁があった。各部材によって橋梁数は異な

るが，約20橋から40橋の橋梁で対策区分が記

入されていなかった。対策区分が記入されてい

ない橋梁は，合理的で効果的な維持管理計画に

盛り込むことができない。したがって，今後は，

対策区分を判定する必要性やその考え方を，県

職員へ理解させる必要がある。

3．2県職員による通常点検の検証

　県職員が実際にどの程度の損傷を把握できて

いるかを検証するため，県職員および橋梁に精

通した点検業者の両者に，同じ6橋を点検させ，
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表一1　県職員と点検業者による通常点検結果の比較

A橋 B橋 C橋 D橋 E橋 F橋

部材区分 損傷状況
県

業

者
県 業

者
県

業

者
県

業

者
県 業

者
県 業

者

ひびわれ a a a C a a a a a a a C

剥離，鉄筋露出 a a a c a C a b a a a a主桁

　●

横桁

遊離石灰，漏水 a a a b a a a b a a a a

異常振動，たわみ a a a a a a a a a a a a

欠損 a a a a a a a a a a a a

剥離，鉄筋露出 a a a c a a a a a a × a

抜け落ち a a a a a a a a a a × a
上

部
工

床版

　■

間詰め

鋼板接着部の損傷 a a a a a 一 a 一 a 一 × 一

床版のひびわれ a a a b a a a b a a × b

遊離石灰，漏水 a a a b a a a b a a × a

ひびわれ a a b c a a a a a a a b
舗装

ポットホール a a a a C C a a a a a a

伸縮装置 段差，変形，破損 b a a 一
b

一 a a a a a 一

地覆

高欄

欠損 b b b b C C a a a a a b

腐食，変形 a a a b a a a a a a a a

排水装置 腐食，変形 a 一 a a a 一 a a a a a 一

ひびわれ a c a b a c a C a b a C

橋台橋脚 剥離，鉄筋露出 a b a b a b a a a a a C下

部

工

漏水，滞水 a a a a a a a a a c a a

落橋防止 腐食，変形 a a a 一 a 一 a 一 a 一 a 一

基礎 洗掘 a 一 a a a 一 a a × a a a

腐食，亀裂，破断，変形 a b a b a b a b × a a 一

支承 ボルトの脱落，腐食など a 一 a a a a a a × a a 一

沓座モルタル欠損 a 一 a 一 a 一 a b × a a 一

その他
添架物 a a a b a a a a a a a b

その他 一 a a a a a a a a a a b

（凡例：a，b，　c：損傷区分　×：未確認 ：該当施設なし　太字：点検結果相違箇所）

その結果を比較した。比較結果を表一1に示す。

　その結果，点検業者は県職員が損傷区分「a」

と判定した点検項目で「b」または「c」と判定

していることがわかった。これは，県職員が把

握できていない損傷を，点検業者が把握してい

るためと考えられる。また，県職員と点検業者

が異なった判定をしたのは，主に，上部工の主

桁や橋台橋脚，支承である。これらの部材は，

足場を用いると，点検者がより部材に近づくこ

とができる。県職員は足場を用いないが，点検

業者はボートや橋梁点検車を用いて点検を行う。

　つまり，県職員と点検業者が異なる判定をし

た原因は，県職員が損傷を見落としたからでは

なく，足場を用いないために把握できなかった
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ためと考えられる。足場を用いないことで，点

検費用は抑制できる。しかし，今回比較した6

橋すべてにおいて，県職員が損傷区分「a」と判

定した損傷状況が，点検業者の判定では損傷区

分「c」となっている。この差異は，対策区分の

判定に大きく影響する。今後，県職員による通

常点検では，対象とする橋梁の選定条件や，足

場の要否について検討する必要がある。

3．3通常マニュアルの検証

　通常点検マニュアルでは，各点検項目を「a」，

「b」，「c」の3つの損傷区分で評価した。目視

による点検で，また，点検に慣れていない県職

員が実施したため，損傷区分の評価のばらつき

が予想された。しかし通常点検を実施した県職

員からは，評価に迷ったといった意見はなかっ

た。一方で，職員による個人差があると思われ

るので，判断基準を確立してもらいたいといっ

た要望があるなど，通常点検の実施により，県

職員が，通常点検マニュアルへの理解を深めた。

3．4点検結果入力補助システムの検証

　点検結果入力補助システムを使用して，点検

調書を作成した県職員を対象に，アンケートを

実施した。アンケートでは，今回初めてシステ

ムを使用したために多くの時間を費やした，と

か，現場で取りまとめた写真番号とシステムで

入力する際の写真番号の整合がとれない，とい

った指摘があった。しかしながら，点検を実施

した橋梁の点検調書は，すべて電子データで取

りまとめられた。また，J－BMSDBへ点検調書を

格納させるために作成されたXML形式ファイ

ルにより，一部の橋梁において，損傷写真デー

タの不備やXML形式ファイルが作成されてい

ないためにJ－BMSDBへ格納されなかったもの

の，ほとんどの橋梁の点検結果は，J－BMSDBへ

格納された。したがって，点検調書の作成およ

びJ－BMSDBへの点検結果の格納において，点検

結果入力補助システムは有効であった。また，

県職員の本システムへの理解も深まった。

4．まとめ

　本研究では，山口県における橋梁の損傷状況

を把握するために，通常点検を実施した。本研

究の成果は，以下のとおりである。

・ 本研究では，山口県橋梁通常点検マニュアル

を作成し，県職員および点検業者が通常点検を

実施した。その結果，30橋のコンクリート橋の

主桁に，損傷区分「c」と判定された損傷が発見

されるなど，橋梁の損傷状況を把握できた。

・ 県職員は，点検の実施により，山口県橋梁通

常点検マニュアルや点検結果入力補助システム

への理解を深めた。一方で，県職員が作成した

点検調書の中には，対策区分が記入されていな

い調書があった。今後は対策区分を判定する必

要性やその考え方を，理解させる必要がある。

・ 県職員と点検業者が同じ6橋を点検した。そ

の結果を比較すると，上部工や橋台橋脚，支承

といった部材で県職員が判定した損傷区分と，

点検業者が判定した損傷区分が異なっていた。

これは，県職員が足場を用いないために，損傷

を把握できなかったためと考えられる。
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